
記入見本 

合計額は 13,000

円だが、上限額

が 10,000 円の

ため、10,000 円

で申請 

（おもて面） 

第１号様式（第５条関係） 

令和７年９月２５日 

富士市中小企業者等脱炭素経営移行支援補助金交付申請書 

（宛先）富士市⾧ 

住   所 富士市永田町〇―○○ 

申請者 氏 名 株式会社○○富士   印 

                           代表取締役 富士 太郎 

電 話 番 号 0545-55-29○○ 

  

富士市中小企業者等脱炭素経営移行支援補助金交付要領第５条の規定により補助金の交付を受けたい

ので、宣誓のうえ関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 宣誓事項  ☑ 今後も脱炭素経営に向けた取組みを継続します。 

☑ 申請書の内容を訂正する必要があった場合、職権による訂正を承諾します。 

２ 申請事項 

☑ コンサルティングの受診 

名称 実施時期 負担額(税抜) 交付申請額※1 交付申請合計額※2 

□ 省エネ最適化診断  円 円 

7,000 円 

☑ 省エネクイック診断 令和７年６月２０日 15,000 円 7,000 円 

□ 省エネお助け隊の 

省エネ診断・支援  円 円 

☑ 学び直しの実施 

名称 種別 負担額(税抜） 交付申請額※1 交付申請合計額※2 

☑ 脱炭素アドバイザー資

格※3 

(炭素会計アドバイザ

ー資格３級) 

□受験 

☑講習の受講、書籍の

購入及び受験 

5,272 円 2,000 円 

10,000 円 

☑ 脱炭素アドバイザー資

格※3 

(GX 検定ベーシック) 

□受験 

☑講習の受講、書籍

の購入及び受験 16,000 円 8,000 円 

☑ 脱炭素アドバイザー資

格※3 

(サステナビリティ・

オフィサー) 

□受験 

☑講習の受講、書籍の

購入及び受験 

7,700 円 3,000 円 

□中小企業大学校実施の 

カーボンニュートラル・

脱炭素・省エネ等講座 

□講座受講 

円 円 

裏面に申請に伴う注意事項・添付資料の詳細・振込口座の記入がございますので必ずご確認ください。 



（うら面） 

３ 申請に伴う注意事項 

※1 交付申請額は、負担額（税抜）に 1/2 を乗じ千円未満を切捨てた金額としてください。 

※2 交付申請合計額は、交付申請額を合計した額、又は 10,000 円の低い金額としてください。 

※3 脱炭素に関する民間資格のうち、環境省が「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」に基

づき認定する資格に限ります。 

￥ 

４ 添付書類（申請書に併せて提出すること） 

⑴ 取組みが完了したことを確認できる書類の写し（診断結果報告書、修了証、認定証など） 

⑵ 負担額が確認できる書類の写し（申込書、見積書、パンフレット等） 

⑶ 負担額の支払いを証する書類の写し（領収書、支払の記録が確認できる書類など） 

⑷ 市税の完納証明書（取得から２か月以内のもの） 

 

５ 振込口座（申請者名義の口座に限る） 

 

金融機関名 ○○ 
☒銀行 ☐金庫 

☐組合 ☐農協 
支店名 富士市役所支店 

金融機関コード ○○○ 支店コード ○○○ 

預金種目 普 通 口座番号 ３７７６○○○ 

口座名義 

フリガナ ｶﾌﾞ)○○ﾌｼﾞ ﾀﾞｲﾋﾖｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾌｼﾞ ﾀﾛｳ 

口座名義 株式会社○○富士 代表取締役 富士 太郎 


